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はじめに  

密集市街地の狭小かつ散在敷地や大規模工場跡地などの低・未利用地の存在  

は、今日の土地問題の大きな課題の一つであります。しかし社会経済の変化に  

伴う土地利用の変遷等で存在する低・未利用地は今まで歴史経緯や地域社会の  

特性などの因果関係や発生要因を明らかにされていない状況でした。そこで考  

察する上で、「土地関連制度」・「土地利用のポテンシャル」・「『いえ』制度・  

地域コミュニティ」の3つの視点から歴史形成の異なる6つのタイプ別市街地  

を取上げ紹介します。具体的にはまず、在来都市と新興都市に区分した上でさ  

らに在来都市については、東京都心地域と地方都市に、地方都市については城  

下町、宿場町、その他の特徴をもった都市に区分した代表的なタイプ別市街地  

の各々の歴史的概要を説明し、時代区分毎にチャートで整理致しています。   

なお、本題材は、平成12年度国土交通省土地・水資源局の委託により当研究  

所が実施した「低・未利用地の形成と有効活用の概要調査」を、このたび国土交  

通省のホームページに掲載するに当たって編集したものの中から一部を抜粋し  

て紹介したものです。  

1．考察する上での3つの視点とは  

（1）「土地関連制度」とは  

所有権・借地権・抵当権等の土地の権利に関する制度、税制、土地利用  

に関する法的規制など。  

（2）「土地利用ポテンシャル」とは  

鉄道、道路等のインフラや土地区画整理事業など基盤整備の条件、経  

済政策・産業振興施策、人口動態により発生する土地需要など。  

（3）「『いえ』制度・地域コミュニティ」  

戦前の家督制度など「いえ」制度によって引継がれてきた土地のあり  

方、地域的慣習や地縁組織と土地との関わり、地域の自治制度など。   
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2．低・未利用地の定義   

本調査では、「低・未利用地」とは既成市街地内の更地・遊休化した工事・  

駐車場など、有効に利用されていない土地のことをいい、仮設の展示場や  

商店街の空き店舗、蜜集住宅地内の空き家等を含みますが、公的管理の駅  

前広場・公園・運動施設や生産緑地等は含まないと定義しています。ただこ  

こでいう「低・未利用地」の概念が各時代を通して共通にあったわけではな  

く、判断基準は異なるため、ここでは「既成市街地内の更地や遊休地化し  

た空き地」と定義しています。  

3．ホームページの紹介   

なお本題材は「低・未利用地バンク」（国土交通省 土地・水資源局 土  

情報課・土地利用調整課）に掲載されている「土地制度に関する歴史」のア  

ップバージョン「日本の土地制度歴史」として年末に更新を予定していま  

す。具体的な内容としては、  

「3つの視点ごとの時代区分別での土地制度の歴史的変遷の詳細解説」  

「タイプ別の市街地毎の低・未利用地の発展と転換の視点から見たトヒ○ックス」  

「タイプ別市街地毎の詳細解説編」  

等がご覧になれる予定です。  

「低・未利用地バンク」のURLは以下のとおりです。  

http：／／www．bank．tochi．mlit・gO・JP   
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